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統合的リスク管理

リスクの種類

主管部

リスク管理方針の決定・見直し、
戦略目標の策定等

※CSIRT（Computer Security Incident Response Team）とは、コンピュータ関連の情報セキュリティに関する重大な事故等に対して
適切な対応を実施する組織のことです。

連携・牽制

　気候変動による災害の激甚化や、サイバー攻撃、大規模システム障害、巧妙な詐欺等犯罪により、金融
機関が抱えるリスクは複雑化し拡大しています。あおしんは、リスク管理を経営の重点課題の一つとして
位置付け、お客さまに安心してご利用いただくためにも、リスク管理の高度化に取り組んでいます。
　さらにあおしんでは、各リスクに担当部署を定め、リスクを総体的に捉え自己資本と比較・対照する
統合的リスク管理を導入しています。重要な施策などを協議する場として「経営力強化委員会」、「リスク
管理委員会」を設置し、それぞれ連携と牽制を図りながら適切にリスクを管理したうえで、収益性向上
の実現と経営の健全性の確保に努めています。

●信用リスクとは
　お取引先の経営状況の悪化などにより、貸出金の元金･利息が
回収不能になり損失を被るリスクです。あおしんでは貸出資産の
健全性を維持するため、営業推進部門と審査管理部門を分離し、
相互に牽制する厳格な審査体制となっています。また、不動産業など
与信集中リスク管理、住宅ローンのリスク管理に注力しています。

●市場リスクとは
　金利、為替、株式等のさまざまな市場のリスクファクターの
変動により、資産・負債の価値が変動し損失を被るリスク、または
資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被るリスクです。
あおしんでは経済、金融の見通しに基づき資金の運用・調達方針を
策定しています。また、資金運用部門と管理部門を分離し厳格な
管理体制となっています。

●流動性リスクとは
　資金の調達と運用の期間のミスマッチや予期せぬ資金の流出
により、必要な資金確保が困難になることで被るリスク、または
通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることに
より損失を被るリスクです。あおしんでは常に支払準備資産の
十分な確保に配慮し、毎日の資金繰りを管理しています。また、
緊急時の資金需要に万全を期しています。

●オペレーショナル・リスク（以下オペリスク）とは
　業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切である
ことにより損失を被るリスク、または外生的な事象により損失を
被るリスクです。あおしんではオペリスクの構成要素を、事務
リスク、システムリスク、法務リスク、人的リスク、有形資産リスク、
風評リスクと定め、適切な管理体制となっています。

リスクの説明

リスク管理の態勢

　地域の皆さまに必要な金融サービスを提供し、地域社会の発展に貢献することを企業理念としてい
ます。そうした社会的・公共的な役割を果たしていくため、各種法令や社会的規範等の遵守を経営の最重
要課題の一つとして掲げ、コンプライアンスの徹底に努めています。詳細は31ページをご覧ください。

コンプライアンス（法令等遵守）

　総代会の審議機能の充実、総代選出の透明性・公正性の向上等を通じて会員・お客さまの声を事業
運営に反映させる取り組みをおこなっています。総代の定数は120名です。詳細は27、28ページをご覧
ください。

　コーポレート・ガバナンス（企業統治）の整備を図り、経営の透明性、公正性に努めています。

総代会

　理事会において経営の意思決定をおこなうとともに、業務執行の監督をおこなっています。また、常勤
理事で構成される常務会を定期的および必要に応じて随時開催し、経営上の重要事項を協議しています。
　監事会では、監事の職務執行に関する事項を協議しています。監事は、理事の職務執行、コンプライア
ンスや経営全般にわたるリスク管理への対応状況、業務・財務の状況について監査を実施しています。

経営管理

　お客さまに関する情報の保護と適切な利用を図るため、情報資産保護に関する基本方針（セキュリ
ティポリシー）、個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）や特定個人情報（マイナンバー）の適正な
取り扱いに関する基本方針を制定し、情報漏洩や不正アクセスを防止する態勢を整えています。
　また、サイバーセキュリティ管理要領を制定し、効果的なサイバーセキュリティ管理体制の整備に
努めています。

情報管理

　業務の有効性および効率性を高めること、事業活動に関わる法令等の遵守を目的として、「内部統制の
基本方針」を制定しています。
　基本方針では内部統制確立のための体制を定め、その体制の整備状況について定期的に検証をおこ
なうとともに結果を理事会へ報告しています。

内部統制

　人権問題に対して正しい理解と認識を持って業務を遂行できる体制を整えています。適正な個人情報
等の取り扱いや、ハラスメント防止（セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等）への取り組みなどを
通じて、人を思いやる心を持って行動できる職員の育成に努めています。

人権

コーポレート・ガバナンス
（企業統治）の状況

リスク管理とコンプライアンス
（法令等遵守）の態勢
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